
令和７年１２月定例会 

総務委員会  

企画部長 説明要旨 

企画部長の 北村 でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、議案の説明に先立ちまして、企画部における９月議会以降

の主な施策等について御説明いたします。 

＜主な施策等＞ 

まず、新総合計画につきましては、１０月に実施したパブリックコメ

ントや、県議会の皆様からいただいた御意見を踏まえた計画議案を本定

例会に提出し、１２月１５日に開催されました行政改革・基本計画等に

関する特別委員会でご審議いただいたところです。 

また、計画推進の柱となる令和８年度重点施策につきましては、１０

月に発表した「令和８年度重点施策と予算編成の方針」をもとに検討し

ているところであり、２月頃を目途にその内容について発表したいと考

えております。 

次に、文化振興につきましては、「きのくに文化月間」である１１月に、

市町村や文化団体と連携し、県内全域で５８の連携事業を実施しました。 

また、県民のさらなる創作意欲の喚起と芸術文化の振興を目的として、

１２月１０日から１４日 及び １７日から２１日の計１０日間、県立近

代美術館において和歌山県美術展覧会を開催しております。 

次に、国際交流につきましては、１１月に知事、県議会からなる訪問

団がメキシコ及びアメリカ・フロリダ州を訪問しました。 

メキシコでは、メキシコ和歌山県人会の創立４０周年式典に出席し、

本県出身者やその子孫との絆を深めて参りました。 

アメリカ・フロリダ州では、和歌山県とフロリダ州との姉妹県州提携

３０周年記念式典に出席し、同州州務長官と、次世代を担う青少年の交



 

流にかかる覚書に署名を行いました。 

次に、統計調査につきましては、１０月１日を調査期日として国勢調

査を実施いたしました。今後は、来年５月に人口及び世帯数の速報値が

公表される予定となっております。 

また、令和７年度和歌山県統計グラフコンクールにつきましては、県

内の小中学校から計３１４作品の応募があり、２３作品を入賞に選定し

ました。このうち、特に優秀な１５作品を全国統計グラフコンクールに

出品しましたところ、小学校１・２年生の部門で、和歌山市立松江小学

校の髙井陽太（たかい はるた）さんの作品が見事特選に選ばれ、他の部

門も含め、３作品が佳作に選ばれております。 

次に、スポーツの競技力向上につきましては、滋賀県で開催された第

７９回国民スポーツ大会において、水泳競技競泳少年女子、オープンウ

ォータースイミング男子及びカヌー競技成年男子が優勝するなど２０競

技６４種目で入賞し、男女総合成績は３８位という結果になりました。

また、同県で開催された第２４回全国障害者スポーツ大会では、金１３

個、銀９個、銅７個の計２９個のメダルを獲得しました。 

来年１月３１日から青森県で開催される冬季国民スポーツ大会には、

スキー競技及びアイスホッケー競技の２競技に出場します。次の青森県

におけるこれら大会での活躍をめざして、競技団体と連携し、一つでも

上位をめざせるよう、競技力の向上を図ってまいります。 

最後に、先月開催された東京２０２５デフリンピックにおいて、本県

出身の岸野文音（きしの あやね）選手が銅メダルを獲得しました。岸

野選手の活躍は、和歌山県民に夢と希望を与えてくれました。改めて、

岸野選手の快挙に対し、心よりお祝い申し上げます。 

続きまして、今議会に提出しております企画部関係の議案等について、

御説明いたします。 

＜予算関係＞ 

まず、補正予算説明書「出」の２ページをご覧ください。 



 第２款「総務費」第１項「総務管理費」第１目「一般管理費」の、文

化学術課の「和歌山県民文化会館維持運営管理」で、１，３３３万２千

円の増額をお願いしております。 

これは、和歌山県民文化会館の大規模改修に係る設計業務のうち、基

本設計における業務増加に要する経費でございます。 

次に、補正予算説明書「雑」の７ページをご覧ください。 

第２款「総務費」第１項「総務管理費」の事業名「和歌山県民文化会

館維持運営管理」で５，４７９万４千円の繰越をお願いしております。 

これは、県民文化会館の大規模改修に向けた実施設計料等ですが、業

務が増加したことにより今年度中の執行が困難となったため、繰り越す

ものでございます。 

続いて、補正予算説明書「雑」の９ページをご覧ください。 

「令和７年度和歌山県民文化会館改修工事設計委託」として、

２，４５３万円の債務負担行為の設定をお願いしております。 

これは、先ほどご説明した大規模改修に係る設計業務のうち、令和８

年４月以降に行う実施設計における業務増加に要する経費でございます。 

なお、県人事委員会勧告に基づく給与改定等に伴い、第２款「総務費」

において、人件費の所要額をそれぞれ計上しております。 

＜専決処分報告＞ 

最後に､「地方自治法第１８０条第１項の規定による知事専決処分報告」

の１ページをご覧ください。 

諸報第５７号につきましては、企画部関係職員の公務における交通事

故に伴う損害賠償の額につきまして、知事において専決処分を行ったた

め、ご報告するものでございます。 

私からの説明は以上でございます。 

御審議の程、よろしくお願いいたします。 
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